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職場のハラスメント防止は、企業の義務です！ ハラスメントに関するお悩みは都道府県労働局にぜひご相談を

令和元年に改正された労働施策総合推進法において、職場におけるパワーハラスメン
トについて防止措置を講じることが事業主に義務付けられました。併せて、男女雇用機会
均等法及び育児・介護休業法も、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産等、育児・介護
休業等に関するハラスメントに係る規定が一部改正され、防止対策の強化が図られました。
事業主の方は、実効性のあるハラスメント防止対策を講じてください。また、働く人自
身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに
尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

２．セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化
①セクシュアルハラスメント等に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
②事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
③自社の労働者等が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応 等

パワーハラスメント防止対策は事業主の義務に！
セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化！

職場において行われる、①～③の要素全てを満たす行為をいいます。

① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの

職場における「パワーハラスメント」とは

（令和6年１１月作成）

ポータルサイト「あかるい職場応援団」では、ハラスメント対策の
際に参考となる情報を掲載しています。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

ハラスメント裁判事例・他社の取組など
ハラスメント対策の総合情報サイト
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パワーハラスメントに関するご相談はお近くの

職場におけるセクシュアルハラスメント
妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントに関するご相談はお近くの

総合労働相談コーナーへ

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ 開庁時間 ８時３０分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）

※総合労働相談コーナーは下記以外にも都道府県内に数カ所設置して
います。最寄りの施設は厚生労働省ホームページで検索してください。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
※受付時間は労働局によって異なります。
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１．パワーハラスメント防止対策の法制化（労働施策総合推進法）
①事業主に、パワーハラスメント防止のため、相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講じることを義務付け
②事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
③パワーハラスメントの具体的な定義や事業主が講じる雇用管理上の措置の具体的な内容を定めるため、厚生
　労働大臣が「指針」を策定（指針に定められている具体的な措置の内容は、5ページ参照）

※客観的に見て、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

２

あなたがつくる
ハラスメントのない
あかるい社会

職場のハラスメント
対策リーフレット

NO
ハラスメント



③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談の内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦事実関係の確認ができた場合には、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること（事実確認ができなかった場合も含む）

職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

これがハラスメント！ ハラスメントを受けているのでは？ と思ったら… 企業はどう対応すればいい？

いざというときに備えて、ハラスメントを知ろう！ 一人で悩まず、上司や同僚、
あるいは社内外の窓口に相談しましょう！法律により、ハラスメント防止措置が義務付けられている「職場のハラスメント」には、

パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関する
ハラスメントがあります。

ハラスメント防止対策として事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

身体的な攻撃
暴行・傷害

精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視

過大な要求
業務上明らかに不要なことや
遂行不可能なことの強制・仕事の妨害

個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること

過小な要求
業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れ
た程度の低い仕事を命じることや仕事を与
えないこと

（例）
●殴打、足蹴りを行う
●相手に物を投げつける

（例）
●人格を否定するような言動を行う
●長時間にわたって、業務に関する厳しい叱
　責を繰り返し行う

（例）
●一人の労働者に対して同僚が集団で無視
　をし、職場で孤立させる

（例）
●労働者に業務とは関係のない私的な雑用
　の処理を強制的に行わせる

（例）
●管理職である労働者を退職させるため、　
　誰でも遂行可能な業務を行わせる

（例）
●労働者を職場外で継続的に監視したり、
　私物の写真撮影をしたりする

上司や同僚に相談しましょう 社内相談窓口へ相談しましょう

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）及び総合労働相談コーナーへ

パワーハラスメントは大きく分けて６つの類型があります

セクシュアルハラスメント

妊娠・出産した「女性労働者」や、育児・介護休業等を申出・取得
した「男女労働者」の就業環境が害される行為です。

職場において行われる、労働者の意に反する「性的な言動」に対する
労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受け
たり、「性的な言動」により就業環境が害される行為です。

妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント

　全ての事業主は、パワーハラスメントやセクシュアルハ
ラスメント、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラ
スメントの相談窓口を設置し、適切に対応するために
必要な体制の整備をすることが義務付けられています。
　一人で悩まず、社内相談窓口に、ハラスメントについ
て相談しましょう。

　ハラスメントは我慢していても解決しません。それ
どころかエスカレートする可能性があります。ハラス
メントと思われる行為をされた場合は、いつどこで誰
が何を何のためにどのように（5w1h）したのかを記
録しておくと、後々の事実確認などで有効です。
　一人で悩まず、上司や同僚に相談しましょう。

　都道府県労働局雇用環境・均等部（室）及び全国の労働基準監督署内などに設置されている総合労働相談
コーナーでは、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関する
ハラスメント等のハラスメントでお困りの方からの相談を受け付けています。また、職場トラブルの解決の
ため、行政指導の他、労働局長による紛争解決援助や調停といった行政サービスを行っています。

それでも解決しないときや、社内で相談ができないときは・・・

日頃のコミュケーションと、
相談を受けやすい環境整備がカギ！

①職場におけるハラスメントの内容・ハラスメントを行ってはならない旨の方針等を明確化し、管理監督者を
　含む労働者に周知・啓発すること
②行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を
　含む労働者に周知・啓発すること

併せて講ずべき措置

⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
⑩事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度の利用等を理由として
　解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

さらに、以下の望ましい取組についても、積極的な対応をお願いします
■パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントは、単独ではなく
　複合的に生じることも想定されることから、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること
■職場におけるハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取組を行うこと
　（コミュニケーションの活性化のための研修や適正な業務目標の設定等）
■職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、自ら雇用する
　労働者以外に、以下の対象者に対しても同様の方針を併せて示すこと
　●取引先等の他の事業主が雇用する労働者  ●就職活動中の学生等の求職者  
　●労働者以外の者（個人事業主等のフリーランス、インターンシップを行う者等）
■カスタマーハラスメントに関し以下の取組を行うこと
　●相談体制の整備・被害者への配慮のための取組
　（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等）
　●被害防止のための取組（マニュアルの作成や研修の実施等）

　　妊娠を上司に報告したところ、「他の人を雇う
ので早めに辞めてもらうしかない」と言われ、退
職届を書くように強要されました。事業主に相談
しましたが、対応してくれません。働き続けたい
のですが、どうしたらいいでしょうか。

　上司から同僚の前で大声で繰り返し叱責される
日々に耐えられず、会社の相談窓口に相談したと
ころ、上司からの叱責がさらに激しくなり、精神的
に就業継続が困難となり辞めざるをえなくなりま
した。会社に対して慰謝料を請求しているのです
が、対応してくれません。どうしたらいいでしょうか。

　ご相談者が、ご自身の問題解決を希望される場
合、「労働局長による紛争解決援助」や「調停」の制
度を無料でご利用いただけます。これらの制度は、
労働局又は調停委員が公平な第三者として紛争
の当事者の間に立ち、労働施策総合推進法の趣
旨に沿って、紛争の解決を図ることを目的とした
行政サービスです。
　ご相談のケースについては、事業主がハラスメ
ント防止措置義務を実効あるものとして講じてい
たかを確認しつつ、双方の主張の折り合いがつく
よう解決を図っていきます。

　妊娠したことを理由として女性労働者に対して
解雇や不利益な取扱いをすることは男女雇用機会
均等法で禁止されています。また、上司の言動は、
妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメ
ントに該当する可能性があり、事業主は、職場にお
けるハラスメント防止措置を講じる義務があります。
　都道府県労働局雇用環境・均等部（室）では、
ご相談者の意向を確認した上で、ご相談者に
とって適切な解決方法を助言します。まずは、
都道府県労働局雇用環境・均等部（室）にご相談
ください。

〈労働者からの相談事例〉
パワーハラスメント

〈労働者からの相談事例〉
妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント
妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い

２つの類型があります ２つの類型があります

（例）上司が労働者の腰、胸などに
度々触ったため、その労働者が苦
痛に感じて就業意欲が低下。
 

環境型
労働者の就業環境が
害される

（例）事業主から性的な関係を要求
されたが拒否したら、解雇された。

対価型
労働者の労働条件が
不利益を受ける

（例）育児休業の取得について上司
に相談したところ、「男のくせに育児
休業を取るなんてあり得ない」と言
われ、取得をあきらめざるを得ない
状況になっている。

制度等の利用への嫌がらせ型

女性労働者が妊娠したこと、
出産したこと等に関する言動により
就業環境が害されるもの。

状態への嫌がらせ型

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

３ ４ ５

制度又は措置の利用に関する言動
により就業環境が害されるもの。

職場における妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

⑪業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講ずること


